
三田市自家用有償旅客運送条例新旧対照表 

現行 改正案 

第 1条～第 14 条 省略 

別表第 1(第 2 条関係) 

路線 起点 主な経由地 終点 対象地域 

省略 

乙原小野線 乙原又は小野

地内 

乙原又は小

野地内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乙原又は小野

地内の神姫バ

ス停留所 

乙原及び小野 

以下省略 

第 1条～第 14 条 省略 

別表第 1(第 2 条関係) 

路線 起点 主な経由地 終点 対象地域 

省略 

乙原小野線 小野小学校区

(三田市立学

校の通学区域

に関する規則

(昭和 34 年三

田市教育委員

会 規 則第 1

号)別表小野

小学校の項に

規定する校区

をいう。以下

同じ。)内又は

有馬富士共生

センター 

乙原又は小

野地内 

小野小学校区

内又は有馬富

士 共 生 セ ン

ター 

小野小学校区 

以下省略 

 

 

 

 

 


